
吹付けアスベスト等対策ガイドライン

Ⅰ　判定表

安定していない 安定している

高
(不特定多数が利用する）

中
(人が常駐する）

低
(人が常駐しない）

　状況に応じて

　A or B

ランクA

ランクB

ランクC

吹付けアスベスト（対策未実施） 吹付けアスベスト
（対策実施済み）

アスベスト含有建材

C
A

B

　① 使用禁止，立入禁止等の応急措置を実施する。
　② 速やかに除去，封じ込め，囲い込み等の処理を行う。

　① 適切な維持管理に努め，解体又は補修時等に除去等の対策を実施する。

　① 計画的に対策を実施する。

Ⅱ　用語の説明
　１ 「安定していない状態」とは，
　(1) 吹付け表面全体に毛羽立ちがある場合
　(2) 繊維のくずれがある場合
　(3) 繊維の垂れ下がりがある場合
　(4) 吹付け面全体に損傷・欠損がある場合
　(5) 床面に破片が頻繁に見られる場合
　(6) 吹付け材が下地と遊離している場合
　をいう。

　２ 「安定している状態」とは，
　(1) 吹付け面にひっかき傷やかすり傷等の物理的損傷がない場合
　(2) 下地の腐食，ひび割れ等の影響による損傷がない場合
　(3) 結合剤の劣化による繊維の垂れ下がりやくずれがない場合
　(4) 下地と吹付け層との間が遊離し，浮いた状態でない場合
　をいう。

　　　　　　　　　　  「低」　：　機械室，ボイラー室，倉庫，車庫，非常階段等

　３　 使用頻度－「高」　：　体育館，講堂，ホール，会議室等
　　　　　　　　　　  「中」　：　教室，病室，居室，事務室，機械室等

アスベストの状態

部屋等の使用頻度

ア　定期的な監視（点検・記録）を実施する。
イ　計画的に除去等の対策を実施する。


